
資料3  

施設サービス及びショートステイの請求書の記載例について  

○ 本請求例は、「平成17年10月制度改正等に伴う介護給付貴明細書の記載   

例及び介護給付糞単位数等サービスコード表等の送付について」（平成17年   

9月9日付厚生労働省老健局介護保険課・老人保健課事務連絡）の資料1「介   

護給付責請求明細書の記載例について」の記載例をもとに、生活保護の取扱   

いに係る記載例を国民健康保険中央会が作成、保護課で確認したものです。   

※ 上記事務連絡は、独立行政法人福祉医療機構ホームページ（WAM N  

ET）に掲載されています。  

○ また、本記載例は国保連に請求される介護扶助費についてのものであり、   

福祉事務所払いの介護扶助費の請求については、現在、福祉事務所払いをし   

ている介護扶助費及び医療扶助費の取扱い等を参考とするなどして各都道府   

県市本庁又は各実施機関において取扱いを定め、指定介護機関に周知してく   
ださい。  

なお、福祉事務所払いの介護扶助費についての国保連への請求書における   
取扱いは、記載例にあるとおり、「利用者負担額」欄に記載する又は特定介護   

入所者介護サービス費欄の記載自体をしないこととなっており、特定入所者   

介準サービス糞欄」の「公費日数」欄及び「公費分」欄に福祉事務所に請弔   

する日数・金額を記載して国保連に革率すると請求書が返戻されることとな   

るため、指定介護機関に対する周知の徹底をお願いします。  

○ なお、本請求例の（1）、（5）、（17）における特定入所者介護サービス   

責欄の「公費日数」欄の記載が、老健局の事務連絡の（12）、（14）と異   

なっていますが、老健局の事務連絡のこの部分は訂正される予定です。   

※平成17年9月14日付厚生労働省社会・援護局保護課事務連絡










































